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中部ダム調査特別委員会設置に関する決議

このことについて､別紙のとおり決議を求める｡
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中部ダム調査特別委員会設置に関する決議

次のとおり､地方自治法第110条及び三朝町議会委員会条例第5条の規定により中部ダ

ム調査特別委員会を設置するものとする｡

1　日　　　的　　中部ダムについて調査･研究する｡

2　委員の定数　　7　人

3　経　　　費　　予算の範囲内

4　審査　期間　　本調査が終了するまで閉会中の継続審査とする｡


